
 

用途地域 

用途地域は、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定める

もので、１３種類あります。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じ

て、建てられる建物の種類が決められます。表紙の都市計画図のように、地域

の目指すべき土地利用の方向を考えて、いわば色塗りが行われるわけです。 

 

●特別用途地区 
特別用途地区は、用途地域を補完する地域地区で、地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護

など、特別の目的の実現を図るために指定します。特別用途地区内では、条例を定めることで、用途地域に

よる全国一律的な用途の制限を修正するものです。 

市町村が、地域の特性に応じて、用途地域による用途制限の強化または緩和を定めることができます。 

 

田園住居地域 

農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。 

住宅に加え、農産物の直売所などが建てられます。 




